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第２章 産業廃棄物の現状 
 
 平成 15年度の沖縄県内における産業廃棄物の発生・排出及び処理・処分状況は、以下の

とおりである。 

 
第１節 動物のふん尿を除く調査結果の概要 
平成 15年度の１年間に沖縄県内で生じた産業廃棄物等の発生量（動物のふん尿を除く）

は 2,148千トンであり、有償物量の 210千トン(発生量の 9.8％)を除いた産業廃棄物の排

出量は 1,938千トン(90.2％)となっている。 

排出量のうち、脱水や焼却など中間処理された量は 1,730千トン(排出量の 89.2％)、中

間処理を経ず直接再生利用された量は 12千トン(0.6％)、直接最終処分された量は 155千

トン(8.0％)等となっている。一方、中間処理による減量化量は 745千トン(38.4％)で、再

生利用量は 897千トン(46.3％)、最終処分量は 237千トン(12.2％)となっている。 

これらを発生量ベースで捉えると、中間処理によって 745千トン(発生量の 34.7％)が減

量化、有償物量を合わせた 1,107千トン(51.5％)が資源化され、結果的に 237千トン

(11.1％)が最終処分されている。なお、事業場内での保管等その他量は、未処理及び中間

処理後を合わせて 59千トン(2.7％)となっている。 

発　生　量 有償物量 資源化量

2,148 210 1,107

〈 100.0% 〉 〈 9.8% 〉 〈 51.5% 〉

直接再生利用量 再生利用量

12 897

( 0.6% ) ( 46.3% )

中間処理量 残　さ　量

1,730 985

( 89.2% ) ( 50.8% )

排　出　量

1,938 減量化量 中間処理後

〈 90.2% 〉 745 最終処分量

( 100.0% ) 〈 34.7% 〉 82

( 38.4% ) ( 4.2% )

直接最終処分量 最終処分量

155 237

( 8.0% ) その他量 〈 11.1% 〉

59 ( 12.2% )

〈 2.7% 〉

( 3.0% )

（単位：千ｔ／年）

注１）〈　〉は発生量に対する割合、（　）は排出量に対する割合を示す。
注２）図中の数値は、四捨五入の関係で合計と個々の計が一致しないものがある。

 

図２－１－１ 発生・排出及び処理・処分の状況（動物のふん尿を除く） 
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第２節 発生・排出状況（動物のふん尿を除く） 
１．種類別の発生・排出状況 

種類別の発生・排出状況は、図２－２－１

～３に示すとおりである。 

発生量(2,148千トン)を種類別にみると、

汚泥が 827千トン（38.5％）で最も多く、次

いで、がれき類が 706千トン(32.8％）、動

植物性残さが 212千トン(9.9％）、ばいじん

が 201千トン(9.3％）等となっており、これ

ら４種類で発生量の 90.5％を占めている。 

排出量(1,938千トン)を種類別にみると、

汚泥が 778千トン（40.2％）で最も多く、次

いで、がれき類が 705千トン(36.3％）、ば

いじんが 162千トン(8.4％）、動植物性残さ

が 107千トン(5.5％）等となっており、これ

ら４種類で排出量の 90.4％を占めている。 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

図２－２－３ 種類別の発生量、排出量（動物のふん尿を除く）  

図２－２－１ 種類別の発生量（動物のふん尿を除く） 

がれき類

ばいじん

木くず その他

汚泥
排出量

1,938

千t/年

778

(40.2%)

705 (36.3%)

162

(8.4%)

145(7.5%)
40(2.1%)

107(5.5%)

動植物性残さ

図２－２－２ 種類別の排出量（動物のふん尿を除く） 

汚泥

がれき類

木くず その他

ばいじん

発生量

2,148

千t/年

(38.5%)

827

706 (32.8%)

212 (9.9%)

201(9.3%)

41(1.9%)

161(7.6%)

動植物性残さ

項　目 合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌ゚ ﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性
残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず金属くず
ｶ゙ ﾗｽ・
ｺﾝｸﾘー ﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類ばいじん
動物の
死体

その他産
業廃棄物

2,148 10 827 11 1 1 17 9 41 0 212 2 0 31 33 36 706 201 2 10

(100.0%) (0.4%)(38.5%) (0.5%)(0.0%) (0.0%) (0.8%) (0.4%) (1.9%) (0.0%) (9.9%) (0.1%) (0.0%) (1.5%) (1.5%) (1.7%)(32.8%) (9.3%) (0.1%) (0.5%)

1,938 8 778 11 1 1 17 7 40 0 107 2 0 19 33 36 705 162 2 10

(100.0%) (0.4%)(40.2%) (0.6%)(0.0%) (0.0%) (0.9%) (0.3%) (2.1%) (0.0%) (5.5%) (0.1%) (0.0%) (1.0%) (1.7%) (1.9%)(36.3%) (8.4%) (0.1%) (0.5%)

発生量

排出量

0

200

400

600

800

1,000

発生量 排出量（単位：千ｔ／年）
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２．業種別の発生・排出状況 

 業種別の発生・排出状況は、図２－２－４

～６に示すとおりである。 

 発生量(2,148千トン)を業種別にみると、

電気・水道業が 918千トン（42.7％）で最も

多く、次いで建設業が 781千トン(36.4％）、

製造業が 401千トン(18.7％）等となってお

り、これら３業種で発生量の 97.8％を占めて

いる。 

  排出量(1,938千トン)を業種別にみると、

発生量と同様に電気・水道業が 835千トン

（43.1％）で最も多く、次いで建設業が 780

千トン(40.2％）、製造業が 276千トン

(14.2％）等となっており、これら３業種で

排出量の 97.5％を占めている。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

図２－２－６ 業種別の発生量、排出量（動物のふん尿を除く） 

図２－２－４ 業種別の発生量（動物のふん尿を除く） 

図２－２－５ 業種別の排出量（動物のふん尿を除く） 

その他

建設業

製造業

卸・小売業

発生量

2,148

千t/年

918

(42.7%)

781

(36.4%)

401

(18.7%)

24(1.1%)

その他

電気・水道業

24(1.1%)

建設業

製造業

卸・小売業 その他

排出量

千t/年

1,938

835

(43.1%)

780

(40.2%)

276

(14.2%)

24 (1.2%)

電気・水道業

23 (1.3%)

項　目 合　計 農　業 漁　業 鉱　業 建設業 製造業 電気・水道業 運輸業 卸・小売業 金融・保険業 不動産業 サービス業 公　務

2,148 4 0 0 781 401 918 8 24 0 0 11 0

(100.0%) (0.2%) (0.0%) (0.0%) (36.4%) (18.7%) (42.7%) (0.4%) (1.1%) (0.0%) (0.0%) (0.5%) (0.0%)

1,938 4 0 0 780 276 835 8 24 0 0 11 0

(100.0%) (0.2%) (0.0%) (0.0%) (40.2%) (14.2%) (43.1%) (0.4%) (1.2%) (0.0%) (0.0%) (0.6%) (0.0%)

発生量

排出量

0

200

400

600

800

1,000

発生量 排出量（単位：千ｔ／年）
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３．地域別の発生・排出状況 

 地域別の発生・排出状況は、図２－２－７

～９に示すとおりである。 

 発生量を地域別にみると、中部地域が 885

千トン(41.2％)で最も多く、次いで那覇市域

が 423千トン(19.7％)、北部地域が 355千ト

ン(16.5%)、南部地域が 272千トン(12.7％)、

宮古地域が 163千トン(7.6％)、八重山地域

が 49千トン(2.3％)となっている。 

  排出量を地域別にみると、中部地域が 808

千トン(41.7％)で最も多く、次いで那覇市域

が 423千トン(21.8％)、北部地域が 331千ト

ン (17.1％ )、 南 部 地 域 が 212 千 ト ン

(10.9％) 、宮古地域が 116千トン(6.0％)、

八重山地域が 49千トン(2.5％)で、発生量と

同様の順になっている。  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

図２－２－９ 地域別の発生量、排出量（動物のふん尿を除く） 

図２－２－７ 地域別の発生量（動物のふん尿を除く） 

図２－２－８ 地域別の排出量（動物のふん尿を除く） 

発生量

2,148

千ｔ／年

八重山地域

49

(2.3%)

中部地域

885

(41.2%)

北部地域

355

(16.5%)

南部地域

272

(12.7%)

那覇市域

423

(19.7%)

宮古地域

163

(7.6%)

排出量

1,938
千ｔ／年

中部地域

808

(41.7%)

北部地域

331

(17.1%)

南部地域

212

(10.9%)

那覇市域

423

(21.8%)

八重山地域

49

(2.5%)

宮古地域

116

(6.0%)

項　目 合　計 北部地域 中部地域 南部地域 宮古地域 八重山地域 那覇市域

2,148 355 885 272 163 49 423

(100.0%) (16.5%) (41.2%) (12.7%) (7.6%) (2.3%) (19.7%)

1,938 331 808 212 116 49 423

(100.0%) (17.1%) (41.7%) (10.9%) (6.0%) (2.5%) (21.8%)

発生量

排出量

0

200

400

600

800

1,000

発生量 排出量（単位：千ｔ／年）
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第３節 処理・処分状況（動物のふん尿を除く） 
１．処理・処分状況の概要 

 産業廃棄物の発生・排出から処理・処分の流れは、図２－３－１に示すとおりである。

平成 15年度の処理・処分状況を概要版でみると、排出量 1,938千トンのうち、再生利用

量は 897千トン（排出量の 46.3％）、中間処理による減量化量は 745千トン(38.4％)、最

終処分量は 237千トン（12.2％）、その他量は 59千トン（3.0％）となっている。 

一方、排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量の割合を種類別、業種別にみ

ると、図２－３－２、３に示すとおりである。 

 

(単位：千ｔ/年)
(A) (B) (S)

2,148 210 1,107
〈 100.0% 〉 〈 9.8% 〉 (E1) (R) 〈 51.5% 〉

自 己 中 間 処 理

後 再 生 利 用 量

116 897
( 6.0% ) ( 46.3% )

(C) (D) (E) (I)

自 己 自 己 中 間 自 己

中 間 処 理 量 処 理 後 量 最 終 処 分 量

1,938 976 281 103
〈 90.2% 〉 ( 50.3% ) ( 14.5% ) ( 5.3% )
( 100.0% ) 県内：103

(F) (G１) (H) 県外：

自 己
減 量 化 量

695 1,116 (J)
( 35.8% ) 〈 51.9% 〉

(G) ( 57.6% )

自 己 59

未 処 理 量 (3.0% )
963

( 49.7% )
(G1)自己未処理自己再生利用量 12 (K)
(G2)自己未処理自己最終処分量 102 委 託
(G3)自己未処理委託中間処理量 754 処 理 量
(G4)自己未処理委託直接最終処分量 53 954
(G5)自己未処理その他量 41 ( 49.2% )

県内：948
県外：5

(L) (M) (M1)

委 託 委 託 中 間 委託中間処理
中 間 処 理 量 処 理 後 量 後再生利用量

884 834 769

( 45.6% ) ( 43.0% ) ( 39.7% )

県内：882 (N) (M2)

県外：2 委 託 委 託 中 間 処 理

減 量 化 量 後 最 終 処 分 量
50 65

( 2.6% ) ( 3.3% )
(T) (O) (P) (Q)

委 託 直 接 委 託
最 終 処 分 量 最 終 処 分 量

745 69 134 237

〈 34.7% 〉 ( 3.6% ) ( 6.9% ) 〈 11.1% 〉
( 38.4% ) 県内：66 ( 12.2% )

県外：3

注 1) 〈　〉は発生量に対する割合を示す。
2) （　）は排出量に対する割合を示す。
3) 図中の数値は、四捨五入の関係で合計と個々の計とが一致しないものがある。

自 己 未 処 理
自己再生利用量

12
(0.6% )

最終処分量

そ の 他 量

減 量 化 量

搬 出 量

排 出 量

資 源 化 量

再生利用量

発 生 量 有 償 物 量

 

 

図２－３－１ 発生・排出及び処理・処分状況の流れ図（動物のふん尿を除く） 
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注）図表中の廃棄物の種類は、排出量に対する処理の割合を示すために、中間処理により種類が変わった場

合であっても、発生時の種類でとらえている。【種類別：無変換】 

 

図２－３－２ 種類別の排出量に対する処理・処分量の割合（動物のふん尿を除く） 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

図２－３－３ 業種別の排出量に対する処理・処分量の割合（動物のふん尿を除く） 

（単位千ｔ／年）

合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物
性残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
死体

その他産
業廃棄物

1938 8 778 11 1 1 17 7 40 0 107 2 0 19 33 36 705 162 2 10

再生利用量 897 0 111 5 0 0 4 4 21 48 1 0 16 7 0 622 56 0 2

減 量 化 量 745 0 649 6 0 1 5 2 17 0 59 0 0 0 2 4

最終処分量 237 7 12 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 3 25 0 82 94 0 4

そ の 他 量 59 0 7 0 0 1 0 1 0 0 1 1 36 1 12

項　目

排　 出 　量

46

4
14

46

22

6

26

63
51

45

83

51

83

21

0

88

34

16
23

38

83

51

77

88

27

32
43

83

55

17

6

0

40

12

95

2 1 5

44

17

43

14

77

1

12

58

3 2

99

8

83

1

4
37

1
4

13
13 11

2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

再生利用量 減量化量 最終処分量 その他量（単位：％）

 100

 80

 60

 40

   0

 20

（単位：千ｔ／年）

合　計 農　業 漁　業 鉱　業 建設業 製造業
電気・水道
業

運輸業 卸・小売業 金融・保険業 不動産業 サービス業 公　務

1,938 4 0 0 780 276 835 8 24 0 0 11 0

再生利用量 897 0 0 640 127 111 2 9 0 0 6 0

減 量 化 量 745 2 38 87 606 1 8 3 0

最終処分量 237 1 0 100 21 102 4 7 0 2 0

そ の 他 量 59 0 0 2 41 15 0 0 0

排　 出 　量

項　目

46

12 17

46

13

31
38

11

100

55
48

38
32

73

12

33 9

12

83

8

12

57

28

89

43

11
2

82
52

5

24

24

13
18

100

15
33

0%

20%

40%

60%

80%

100%

再生利用量 減量化量 最終処分量 その他量（単位：％）

 100

   80

   60

   40

   20

     0
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２．自己中間処理状況 

 排出事業者自らが中間処理を行った自己中間 

処理量は、976千トンであり、排出量の 50.3％ 

を占めている。 

自己中間処理量を種類別にみると、図２－３

－４に示すとおり、汚泥が 741千トン(76.0％)

で最も多く、次いで、がれき類が 105千トン

(10.8％)、動植物性残さが 71千トン(7.3％)、

ばいじんが 37千トン(3.6％)等となっている。 

また、排出量に対する自己中間処理量の割合 

（自己中間処理率）及び自己中間処理量に対す   図２-３-４ 自己中間処理量 

る自己減量化量の割合(自己減量化率)について       （動物のふん尿を除く） 

みると、図２－３－５に示すとおりである。 

自己中間処理率が高い種類は、汚泥（95.3％）、その他産業廃棄物：シュレッダーダス

ト(83.0％)、動植物性残さ(66.1％)等となっており、自己減量化率が高い種類では、動物

系固形不要物(99.2％)、燃え殻（88.1％）、廃アルカリ(87.5％)等となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３－５ 種類別の排出量に対する自己中間処理量、自己減量化量の割合 

（動物のふん尿を除く） 

 

動植物性残さ

汚泥

741

(76.0%)

がれき類

105　(10.8%)

動植物性残さ

71　(7.3%)

ばいじん

37　(3.6%)

その他　22　(2.3%)

自己中間処理量
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千ｔ／年
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ゴムくず
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鉱さい
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ばいじん

動物の死体

その他産業廃棄物

注）図中の廃棄物の種類は、排出量に対する処理の割合を示すために、中間処理により種類が変わった場合で

　　あっても、発生時の種類でとらえている。
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３．委託処理状況 

 処理業者等によって処理(中間処理、最終処分

を含む)された委託処理量は、954千トンであり、

排出量の 49.2％を占めている。 

委託処理量を種類別にみると、図２－３－６、

７に示すとおり、がれき類が 641千トン(67.2％)

で最も多く、次いで汚泥が 121千トン(12.7％)、

木くずが 38千トン(4.0％)等となっている。 

また、委託処理量を処理方法別にみると、中間 

処理量は 884千トン(92.8％)、直接最終処分量 

は 69千トン(7.2％)となっている。       図２－３－６ 委託処理量 

(動物のふん尿を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３－７ 種類別委託処理量の内訳（動物のふん尿を除く） 
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がれき類
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31 （3.2%)

陶磁器くず
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木くず

38

(4.0%)

合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物
性残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
死体

その他産
業廃棄物

954 0 121 10 1 1 15 6 38 0 28 1 0 18 32 0 641 31 2 8

(100.0%) (0.1%)(12.6%) (1.1%) (0.1%) (0.1%) (1.5%) (0.7%) (4.0%) (0.0%) (3.0%) (0.1%) (0.0%) (1.9%) (3.4%) (0.0%)(67.2%) (3.2%) (0.2%) (0.8%)

884 0 113 10 1 1 10 6 38 0 28 1 0 16 10 0 611 30 2 4

(100.0%) (0.1%)(12.8%) (1.2%) (0.1%) (0.1%) (1.1%) (0.7%) (4.3%) (0.0%) (3.2%) (0.1%) (0.0%) (1.8%) (1.2%) (0.0%)(69.1%) (3.4%) (0.3%) (0.5%)

69 0 7 5 0 0 0 0 0 2 22 0 29 0 3

(100.0%) (0.0%)(10.5%) (7.0%) (0.0%) (0.3%) (0.0%) (0.1%) (0.1%) (2.8%) (31.8%) (0.3%)(42.5%) (0.0%) (4.6%)
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４．資源化、再生利用状況 

（１）資源化状況 

 資源化量は、1,107千トンであり、発生

量の 51.5％を占めている。 

 資源化量を種類別にみると、図２－３

－８、９に示すとおり、がれき類が 623

千トン(56.2％)で最も多く、次いで、汚

泥が 159千トン(14.4％)、動植物性残さ

が 147千トン（13.3％）、ばいじんが 94

千トン（8.5％）等となっている。 

図２－３－８ 資源化量 

                           （動物のふん尿を除く） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図２－３－９ 種類別資源化量の内訳（動物のふん尿を除く） 
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動植物性残さ
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合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類
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動植物
性残さ

動物系固
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ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
死体

その他産
業廃棄物

1,107 8 159 5 0 0 4 6 21 147 1 0 28 7 0 623 94 0 2

(100.0%) (0.7%)(14.4%) (0.5%) (0.0%) (0.0%) (0.4%) (0.6%) (1.9%) (13.3%) (0.1%) (0.0%) (2.5%) (0.6%) (0.0%)(56.2%) (8.5%) (0.0%) (0.2%)

210 2 48 0 0 2 0 105 0 12 0 1 39

(100.0%) (0.8%)(23.1%) (0.0%) (0.0%) (1.1%) (0.1%) (49.9%) (0.1%) (5.9%) (0.1%) (0.5%)(18.4%)

897 6 111 5 0 0 4 4 21 42 1 0 16 7 0 621 56 0 2

(100.0%) (0.7%)(12.4%) (0.6%) (0.0%) (0.0%) (0.5%) (0.5%) (2.3%) (4.7%) (0.1%) (0.0%) (1.7%) (0.8%) (0.0%)(69.3%) (6.2%) (0.0%) (0.3%)
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（２）再生利用状況 

 資源化量のうち有償物量を除く再生利用

量は 897千トンであり、排出量の 46.3％を

占めている。 

 再生利用量を種類別にみると、図２－３

－10に示すとおり、がれき類が 621千トン

(69.3％）で最も多く、次いで、汚泥が 111

千トン(12.4％）、ばいじんが 56千トン

（6.2％）、動植物性残さが 42千トン(4.7％）

等となっている。 

 なお、用途別にみた再生利用状況は、 

表２－３－１に示すとおりであり、再生骨

材・再生路盤材(建設材料を含む）が 670千

トン(74.6％）で最も多く、次いで、肥料又

はその原(材)料が 120 千トン(13.4％）等と

なっている。                                             

表２－３－１ 用途別にみた再生利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３－10  再生利用量 

（動物のふん尿を除く） 

再生利用量

897

千ｔ／年

汚泥

111

(12.4%)

がれき類

621

(69.3%)

木くず

ばいじん

動植物性残さ
その他 46 (5.2%)

21 (2.3%)

42 (4.7%)

56

(6.2%)

合計
鉄鋼原（材）

料

非鉄金属・
貴金属原
（材）料

燃料又はそ
の原（材）料

肥料又はそ
の原（材）料

飼料又はそ
の原（材）料

土壌改良材
又はその原

（材）料
建設材料

再生骨材・
再生路盤材

パルプ・紙
又はその原

（材）料

ガラス原
（材）料

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ原
（材）料

再生ﾀｲﾔ ｾﾒﾝﾄ原材料
再生油・再

生溶剤
その他

合計 897（100%） 14（1.5%） 2（0.2%） 6（0.6%） 120（13.4%） 8（0.9%） 9（1.0%） 66（7.3%） 604（67.3%） 4（0.5%） 1（0.1%） 2（0.2%） 0（0.0%） 30（3.3%） 1（0.1%） 32（3.5%）

燃え殻 6 0 3 3 0 0 0

汚泥 111 0 71 5 16 2 0 17

有機性汚泥 72 71 1 0

無機性汚泥 39 0 4 16 2 0 17

廃油 5 2 0 1 0 1 1

一般廃油 5 2 0 1 0 1 1

廃溶剤

固形油

油でい 0 0

油付着物など 0 0

廃酸 0 0 0 0 0

廃アルカリ 0 0

廃プラスチック類 4 0 0 0 2 0 1 0 1

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 2 0 0 2 0 0

廃タイヤ 2 0 0 1 1

紙くず 4 4 0

木くず 21 0 13 0 3 1 0 3

繊維くず

動植物性残さ 42 32 7 4

動物系固形不要物 1 1

ゴムくず 0 0

金属くず 16 14 1 0

ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶磁器くず 7 0 0 0 5 1 0

鉱さい 0 0

がれき類 621 49 572 0

コンクリート片 381 14 367

廃アスファルト 238 32 205 0

その他 2 2

ばいじん 56 0 1 2 24 29 0

動物の死体 0 0

その他産業廃棄物 2 2

ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄ 2 2

感染性廃棄物

（単位：千ｔ／年）
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５．最終処分状況 

 最終処分量は、237千トンであり、排出量の

12.2％を占めている。 

最終処分量を種類別にみると、図２－３－11、

12に示すとおり、ばいじんが94千トン(39.7％)

で最も多く、次いで、がれき類が 72千トン

(30.4％)、ガラス･コンクリート･陶磁器くずが

25千トン(10.5％)、燃え殻が21千トン(8.4％)、

汚泥が 12千トン(5.1％)等となっている。 

また、処分主体別にみると、排出事業者によ

る自己最終処分量が 103千トン(43.5％)、処理

業者による最終処分量 133千トン(56.1％)、自

治体による最終処分量 1千トン(0.4％)となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３－12 処分主体別の最終処分量（動物のふん尿を除く）  

図２－３－11 最終処分量 

(動物のふん尿を除く) 
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(39.7%)

がれき類
72

(30.4%)
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最終処分量
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合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物
性残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
死体

その他産
業廃棄物

237 20 12 7 0 1 0 0 0 3 25 0 72 94 3

(100.0%) (8.6%) (5.1%) (2.9%) (0.0%) (0.2%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (1.1%) (10.7%) (0.1%)(30.2%)(39.6%) (1.3%)

103 7 2 0 0 0 0 94

(100.0%) (7.1%) (1.6%) (0.0%) (0.3%) (0.0%) (0.0%)(90.9%)

133 13 10 7 0 0 0 0 0 3 25 0 71 0 3

(100.0%) (9.6%) (7.9%) (5.0%) (0.0%) (0.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (1.9%) (19.0%) (0.2%)(53.6%) (0.0%) (2.4%)

1 0 0 0 0 0 0 1 0

(100.0%)(18.5%) (2.9%) (14.3%) (12.4%) (3.0%) (3.1%) (45.0%) (0.8%)
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第４節 動物のふん尿を含む調査結果（全産業） 
１．種類別の発生・排出状況 

種類別の発生・排出状況は、図２－４

－１～３に示すとおりである。 

発生量(3,612千トン)を種類別にみる

と 、 動 物 の ふ ん 尿 が 1,464 千 ト ン

（40.5％）で最も多く、次いで汚泥が 827

千トン(22.9％）、がれき類が 706千ト

ン(19.5％）、動植物性残さが 212千ト

ン(5.9％）となっており、これら４種類

で発生量の 88.7％を占めている。 

排出量(3,403千トン)を種類別にみる

と 、 動 物 の ふ ん 尿 が 1,464 千 ト ン

（43.0％）で最も多く、次いで汚泥が 778

千トン(22.9％）、がれき類が 705千ト

ン(20.7％）、ばいじんが 162千トン

(4.8％）となっており、これら３種類で

排出量の 91.4％を占めている。 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

図２－４－３ 種類別の発生量、排出量（全産業） 
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図２－４－１ 種類別の発生量（全産業）  

図２－４－２ 種類別の排出量（全産業）  
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動植物性
残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
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陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
ふん尿

動物の
死体

その他産
業廃棄物

3,612 10 827 11 1 1 17 9 41 0 212 2 0 31 33 36 706 201 1,464 2 10

(100.0%) (0.3%)(22.9%) (0.3%) (0.0%) (0.0%) (0.5%) (0.2%) (1.1%) (0.0%) (5.9%) (0.0%) (0.0%) (0.9%) (0.9%) (1.0%)(19.5%) (5.6%)(40.5%) (0.1%) (0.3%)

3,403 8 778 11 1 1 17 7 40 0 107 2 0 19 33 36 705 162 1,464 2 10

(100.0%) (0.2%)(22.9%) (0.3%) (0.0%) (0.0%) (0.5%) (0.2%) (1.2%) (0.0%) (3.2%) (0.0%) (0.0%) (0.6%) (1.0%) (1.1%)(20.7%) (4.8%)(43.0%) (0.1%) (0.3%)
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２．業種別の発生・排出状況 

 業種別の発生・排出状況は、図２－４

－４～６に示すとおりである。 

 発生量(3,612千トン)を業種別にみる

と、農業が 1,468千トン（40.6％）で最

も多く、次いで電気・水道業が 918千ト

ン(25.4％）、建設業が 781千トン

(21.6％）、製造業が 401千トン(11.1％）

となっており、これら４業種で発生量の

98.7％を占めている。 

  排出量(3,403千トン)を業種別にみる

と、農業が 1,468千トン（43.2％）で最

も多く、次いで電気・水道業が 835千ト

ン(24.5％）、建設業が 780千トン

(22.9％）、製造業が 276千トン(8.1％）

となっており、これら４業種で排出量の

98.7％を占めている。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

図２－４－６ 業種別の発生量、排出量（全産業） 

図２－４－４ 業種別の発生量（全産業） 

図２－４－５ 業種別の排出量（全産業） 
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第５節 業種別の発生・排出及び処理・処分状況（排出量が１千トン以上の業種） 
 

 排出量 1千トン以上の業種大分類に関する処理・処分状況は、以下のとおりである。 
 

１．農業（動物のふん尿を除く） 

農業からの排出量は、４千トンとなっている。 

排出量を種類別にみると、図２－５－１に示すように動物の死体が２千トン(57.7％)、

廃プラスチック類が２千トン(42.3％)となっている。農業から排出される産業廃棄物の処

理・処分状況については、図２－５－２に示すとおりである。 

項　目 合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性
残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
ふん尿

動物の
死体

その他産
業廃棄物

4 2 2

(100.0%) (42.3%) (57.7%)

4 2 2

(100.0%) (42.3%) (57.7%)

発生量

排出量

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

発生量 排出量（単位：千ｔ／年）

 

図２－５－１ 種類別の発生量、排出量＜農業:動物のふん尿を除く＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－２ 発生・排出及び処理・処分状況の流れ図＜農業：動物のふん尿を除く＞ 

(単 位 ： 千 ｔ/ 年 )
(A ) (B ) (S )

4 0
〈  1 00 .0 %  〉 (E 1 ) (R ) 〈  1 2 .1 %  〉

自 己 中 間 処 理

後 再 生 利 用 量
0

( 1 2 .1 %  )
(C ) (D ) (E ) ( I )

自 己 自 己 中 間 自 己

中 間 処 理 量 処 理 後 量 最 終 処 分 量

4
〈  1 00 .0 %  〉
( 1 0 0 .0 %  ) 県 内 ：

(F ) (G １ ) (H ) 県 外 ：
自 己
減 量 化 量

4 (J )

〈  1 0 0 .0 %  〉
(G ) ( 1 00 .0 %  )

自 己 0
未 処 理 量 (1 1 .4 %  )

4
(  1 00 .0 %  )

(G 1 )自 己 未 処 理 自 己 再 生 利 用 量 (K )
(G 2 )自 己 未 処 理 自 己 最 終 処 分 量 委 託
(G 3 )自 己 未 処 理 委 託 中 間 処 理 量 3 処 理 量
(G 4 )自 己 未 処 理 委 託 直 接 最 終 処 分 量 1 3
(G 5 )自 己 未 処 理 そ の 他 量 0 (  8 8 .6 %  )

県 内 ： 3
県 外 ：

(L ) (M ) (M 1 )

委 託 委 託 中 間 委 託 中 間 処 理

中 間 処 理 量 処 理 後 量 後 再 生 利 用 量

3 1 0
( 6 5 .1 %  ) ( 1 3 .0 %  ) ( 1 2 .1 %  )

県 内 ：3 (N ) (M 2 )
県 外 ： 委 託 委 託 中 間 処 理

減 量 化 量 後 最 終 処 分 量
2 0

( 5 2 .1 %  ) ( 0 .9 %  )
( T ) (O ) (P ) (Q )

委 託 直 接 委 託
最 終 処 分 量 最 終 処 分 量

2 1 1 1
〈  52 .1 %  〉 ( 2 3 .5 %  ) (  2 4 .4 %  ) 〈  2 4 .4 %  〉
(  5 2 .1 %  ) 県 内 ：1 ( 2 4 .4 %  )

県 外 ：

注 1 ) 〈 　 〉 は 発 生 量 に 対 す る 割 合 を 示 す 。
2 ) （ 　 ） は 排 出 量 に 対 す る 割 合 を 示 す 。
3 ) 図 中 の 数 値 は 、 四 捨 五 入 の 関 係 で 合 計 と 個 々 の 計 と が 一 致 し な い も の が あ る 。

排 出 量

資 源 化 量

再 生 利 用 量

発 生 量 有 償 物 量

自 己 未 処 理
自 己 再 生 利 用 量

最 終 処 分 量

そ の 他 量

減 量 化 量

搬 出 量
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２．建設業 

建設業からの排出量は、780千トンとなっている。 

排出量を種類別にみると、図２－５－３に示すように、がれき類が 684千トン(87.6％)

で最も多く、次いで、木くずが 40千トン(5.1％)、汚泥が 27千トン（3.4％）等となって

いる。 

建設業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図２－５－４に示すと

おりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－３ 種類別の発生量、排出量＜建設業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－４ 発生・排出及び処理・処分状況の流れ図＜建設業＞ 

項　目 合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性
残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
ふん尿

動物の
死体

その他産
業廃棄物

781 27 0 4 3 40 0 0 11 12 684

(100.0%) (3.4%) (0.0%) (0.5%) (0.4%) (5.1%) (0.0%) (0.0%) (1.5%) (1.6%) (87.6%)

780 27 0 4 3 40 0 0 11 12 683

(100.0%) (3.4%) (0.0%) (0.5%) (0.4%) (5.1%) (0.0%) (0.0%) (1.4%) (1.6%) (87.6%)

発生量

排出量

0

200

400

600

800

発生量 排出量（単位：千ｔ／年）

(単 位 ：千 ｔ/年 )
(A ) (B ) (S )

781 1 641
〈  100.0%  〉 〈  0.2%  〉 (E1 ) (R ) 〈 82.1%  〉

自 己 中 間 処 理

後 再 生 利 用 量

53 640
( 6 .8% ) ( 82.1%  )

(C ) (D ) (E) ( I)

自 己 自 己 中 間 自 己

中 間 処 理 量 処 理 後 量 最 終 処 分 量

780 102 97 0
〈 99.8%  〉 ( 13 .1% ) ( 12.4%  ) ( 0.0%  )
( 100 .0% ) 県 内 ：0

(F ) (G １) (H ) 県 外 ：

自 己
減 量 化 量

5 719 (J)
( 0.7%  ) 〈 92.0%  〉

(G ) ( 92 .2% )
自 己 2

未 処 理 量 (0.2%  )
678

( 86 .9% )
(G1 )自 己 未 処 理 自 己 再 生 利 用 量 3 (K)
(G2 )自 己 未 処 理 自 己 最 終 処 分 量 0 委 託
(G3 )自 己 未 処 理 委 託 中 間 処 理 量 629 処 理 量
(G4 )自 己 未 処 理 委 託 直 接 最 終 処 分 量 44 717
(G5 )自 己 未 処 理 そ の 他 量 1 ( 91.9%  )

県 内 ：717
県 外 ：0

(L) (M ) (M 1)

委 託 委 託 中 間 委 託 中 間 処 理
中 間 処 理 量 処 理 後 量 後 再 生 利 用 量

672 640 584
( 86 .2% ) ( 82.0%  ) ( 74 .9% )

県 内 ：672 (N ) (M 2 )
県 外 ：0 委 託 委 託 中 間 処 理

減 量 化 量 後 最 終 処 分 量
33 56

( 4.2%  ) ( 7 .1% )
(T ) (O ) (P) (Q )

委 託 直 接 委 託
最 終 処 分 量 最 終 処 分 量

38 44 100 100
〈  4.9%  〉 ( 5 .7% ) ( 12.8%  ) 〈 12.8%  〉
( 4 .9% ) 県 内 ：44 ( 12 .8% )

県 外 ：

注 1) 〈　〉は 発 生 量 に 対 す る 割 合 を 示 す 。
2) （　）は 排 出 量 に 対 す る 割 合 を 示 す 。
3) 図 中 の 数 値 は 、四 捨 五 入 の 関 係 で 合 計 と 個 々 の 計 と が 一 致 しな い も の が あ る 。

排 出 量

資 源 化 量

再 生 利 用 量

発 生 量 有 償 物 量

自 己 未 処 理
自 己 再 生 利 用 量

3
(0.4%  )

最 終 処 分 量

そ の 他 量

減 量 化 量

搬 出 量
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３．製造業 

製造業からの排出量は、276千トンとなっている。 

排出量を種類別にみると、図２－５－５に示すように動植物性残さが 107千トン

(38.9％)で最も多く、次いで、汚泥が 80千トン(29.1％)、鉱さいが 36千トン（13.1％）

等となっている。 

製造業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図２－５－６に示すと

おりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－５ 種類別の発生量、排出量＜製造業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－６ 発生・排出及び処理・処分状況の流れ図＜製造業＞ 

項　目 合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性
残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
ふん尿

動物の
死体

その他産
業廃棄物

401 0 86 1 0 1 3 6 1 212 1 0 14 19 36 17 3 0

(100.0%) (0.1%)(21.3%) (0.2%) (0.1%) (0.2%) (0.7%) (1.5%) (0.2%) (52.9%) (0.3%) (0.0%) (3.4%) (4.7%) (9.0%) (4.3%) (0.8%) (0.0%)

276 0 80 1 0 1 3 4 1 107 1 0 2 19 36 17 3 0

(100.0%) (0.1%)(29.1%) (0.3%) (0.2%) (0.3%) (1.0%) (1.4%) (0.2%) (38.9%) (0.5%) (0.0%) (0.7%) (6.9%)(13.1%) (6.3%) (1.0%) (0.0%)

発生量

排出量

0

50

100

150

200

250

発生量 排出量（単位：千ｔ／年）

(単 位 ：千 ｔ/年 )
(A ) (B ) (S )

401 125 252
〈  100 .0 %  〉 〈  31 .2 % 〉 (E 1) (R ) 〈  63 .0 % 〉

自 己 中 間 処 理
後 再 生 利 用 量

32 127
( 11 .7 % ) ( 4 6.2%  )

(C ) (D ) (E ) (I)
自 己 自 己 中 間 自 己

中 間 処 理 量 処 理 後 量 最 終 処 分 量

276 162 80 2
〈 68 .8 % 〉 ( 5 8.8%  ) ( 28 .9 %  ) ( 0 .7%  )
( 1 00.0%  ) 県 内 ：2

(F ) (G１ ) (H ) 県 外 ：

自 己
減 量 化 量

82 152 (J )
( 29 .9 %  ) 〈  38.0 %  〉

(G ) ( 5 5.2 % )
自 己 41
未 処 理 量 (14.7%  )

114
( 41.2%  )

(G1 )自 己 未 処 理 自 己 再 生 利 用 量 9 (K )
(G2 )自 己 未 処 理 自 己 最 終 処 分 量 0 委 託
(G3 )自 己 未 処 理 委 託 中 間 処 理 量 63 処 理 量
(G4 )自 己 未 処 理 委 託 直 接 最 終 処 分 量 4 110
(G5 )自 己 未 処 理 そ の 他 量 37 ( 39.8%  )

県 内 ：109
県 外 ：1

(L ) (M ) (M 1 )

委 託 委 託 中 間 委 託 中 間 処 理

中 間 処 理 量 処 理 後 量 後 再 生 利 用 量

94 89 86
( 33.9%  ) ( 32 .3 %  ) ( 3 1.3 % )

県 内 ：92 (N ) (M 2)
県 外 ：1 委 託 委 託 中 間 処 理

減 量 化 量 後 最 終 処 分 量
5 3

( 1 .6 %  ) ( 1 .0 % )
(T ) (O ) (P ) (Q )

委 託 直 接 委 託
最 終 処 分 量 最 終 処 分 量

87 16 19 21
〈 21 .7 % 〉 ( 5.9%  ) ( 6 .9%  ) 〈 5 .2 % 〉
(  3 1.5%  ) 県 内 ：16 ( 7.6%  )

県 外 ：

注 1) 〈　 〉は 発 生 量 に 対 す る 割 合 を 示 す 。
2) （　 ）は 排 出 量 に 対 す る 割 合 を 示 す 。
3) 図 中 の 数 値 は 、 四 捨 五 入 の 関 係 で 合 計 と個 々 の 計 とが 一 致 しな い も の が あ る 。

排 出 量

資 源 化 量

再 生 利 用 量

発 生 量 有 償 物 量

自 己 未 処 理
自 己 再 生 利 用 量

9
(3.2%  )

最 終 処 分 量

そ の 他 量

減 量 化 量

搬 出 量
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４．電気・水道業 

電気・水道業からの排出量は、835千トンとなっている。 

排出量を種類別にみると、図２－５－７に示すように汚泥が 668千トン(80.0％)で最も

多く、次いで、ばいじんが 159千トン(19.1％)等となっている。 

電気・水道業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図２－５－８に

示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－７ 種類別の発生量、排出量＜電気・水道業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－８ 発生・排出及び処理・処分状況の流れ図＜電気・水道業＞ 

項　目 合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性
残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
ふん尿

動物の
死体

その他産
業廃棄物

918 9 711 0 0 0 0 0 0 197

(100.0%) (1.0%)(77.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)(21.5%)

835 7 668 0 0 0 0 0 0 159

(100.0%) (0.9%)(80.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)(19.1%)

発生量

排出量

0

200

400

600

800

発生量 排出量（単位：千ｔ／年）

(単 位 ：千 ｔ/年 )
(A) (B) (S)

918 83 194
〈 100.0% 〉 〈 9 .0% 〉 (E1) (R) 〈 21.1% 〉

自 己 中 間 処 理
後 再 生 利 用 量

29 111
( 3 .4% ) ( 13.3% )

(C) (D ) (E ) (I)

自 己 自 己 中 間 自 己

中 間 処 理 量 処 理 後 量 最 終 処 分 量

835 702 96 101
〈 91.0% 〉 ( 84.0% ) ( 11 .5% ) ( 12.1% )
( 100.0% ) 県 内 ：101

(F) (G１) (H) 県 外 ：

自 己
減 量 化 量

606 200 (J)
( 72 .6% ) 〈 21.8% 〉

(G) ( 24.0% )
自 己 15
未 処 理 量 (1.9% )

133
( 16.0% )

(G1)自 己 未 処 理 自 己 再 生 利 用 量 (K)
(G2)自 己 未 処 理 自 己 最 終 処 分 量 101 委 託
(G3)自 己 未 処 理 委 託 中 間 処 理 量 29 処 理 量
(G4)自 己 未 処 理 委 託 直 接 最 終 処 分 量 0 84
(G5)自 己 未 処 理 その 他 量 2 ( 10.0% )

県 内 ：84
県 外 ：0

(L) (M) (M1)
委 託 委 託 中 間 委 託 中 間 処理
中 間 処 理 量 処 理 後 量 後 再 生 利 用量

83 83 83
( 9.9% ) ( 9 .9% ) ( 9.9% )

県 内：83 (N ) (M 2)
県 外 ：0 委 託 委 託 中 間 処 理

減 量 化 量 後 最 終 処 分 量
0 0

( 0 .0% ) ( 0 .0% )
(T) (O) (P) (Q)

委 託 直 接 委 託
最 終 処 分 量 最 終 処 分 量

606 1 1 102
〈 66.1% 〉 ( 0.1% ) ( 0.1% ) 〈 11 .1% 〉
( 72.6% ) 県 内 ：1 ( 12.2% )

県 外：

注 1) 〈　〉は 発 生 量 に対 す る割 合 を示 す 。
2) （　）は 排 出 量 に対 す る割 合 を示 す 。
3) 図 中 の 数 値 は 、四 捨 五 入 の 関 係 で合 計 と個 々 の 計 とが 一 致 しな いもの が あ る。

排 出 量

資 源 化 量

再 生 利 用 量

発 生 量 有 償 物 量

自 己 未 処 理
自 己 再 生 利 用 量

最 終 処 分 量

そ の 他 量

減 量 化 量

搬 出 量
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５．運輸業 

運輸業からの排出量は、8千トンとなっている。 

排出量を種類別にみると、図２－５－９に示すようにがれき類が 4千トン(47.1％)で

最も多く、次いで、汚泥が 3千トン(32.4％)、廃油 1千トン（11.8％）等となっている。 

運輸業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図２－５－10に示すと

おりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－９ 種類別の発生量、排出量＜運輸業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－10 発生・排出及び処理・処分状況の流れ図＜運輸業＞ 

項　目 合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性
残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
ふん尿

動物の
死体

その他産
業廃棄物

8 3 1 0 0 1 0 4

(100.0%) (31.6%)(11.5%) (3.8%) (0.0%) (7.2%) (0.1%) (45.9%)

8 3 1 0 0 0 0 4

(100.0%) (32.4%)(11.8%) (3.9%) (0.0%) (4.7%) (0.1%) (47.1%)

発生量

排出量

0

1

2

3

4

発生量 排出量（単位：千ｔ／年）

(単 位 ：千 ｔ/年 )
(A) (B) (S)

8 0 3
〈 100.0% 〉 〈 2 .5% 〉 (E1) (R) 〈 33.0% 〉

自 己 中 間 処 理
後 再 生 利 用 量

2
( 31.3% )

(C) (D ) (E ) (I)

自 己 自 己 中 間 自 己

中 間 処 理 量 処 理 後 量 最 終 処 分 量

8 0
〈 97.5% 〉 ( 0.0% )
( 100.0% ) 県 内 ：

(F) (G１) (H) 県 外 ：

自 己
減 量 化 量

0 8 (J)
( 0 .0% ) 〈 97.5% 〉

(G) ( 100.0% )
自 己 0
未 処 理 量 (0.2% )

8
( 100.0% )

(G1)自 己 未 処 理 自 己 再 生 利 用 量 (K)
(G2)自 己 未 処 理 自 己 最 終 処 分 量 委 託
(G3)自 己 未 処 理 委 託 中 間 処 理 量 7 処 理 量
(G4)自 己 未 処 理 委 託 直 接 最 終 処 分 量 0 8
(G5)自 己 未 処 理 その 他 量 0 ( 99.8% )

県 内 ：8
県 外 ：0

(L) (M) (M1)
委 託 委 託 中 間 委 託 中 間 処理
中 間 処 理 量 処 理 後 量 後 再 生 利 用量

7 6 2
( 94.3% ) ( 82 .4% ) ( 31.3% )

県 内 ：7 (N ) (M 2)
県 外 ：0 委 託 委 託 中 間 処 理

減 量 化 量 後 最 終 処 分 量
1 4

( 11.9% ) ( 51 .1% )
(T) (O) (P) (Q)

委 託 直 接 委 託
最 終 処 分 量 最 終 処 分 量

1 0 4 4
〈 11.7% 〉 ( 5.5% ) ( 56.6% ) 〈 55 .2% 〉
( 12.0% ) 県 内 ：0 ( 56.6% )

県 外：

注 1) 〈　〉は 発 生 量 に対 す る割 合 を示 す 。
2) （　）は 排 出 量 に対 す る割 合 を示 す 。
3) 図 中 の 数 値 は 、四 捨 五 入 の 関 係 で合 計 と個 々 の 計 とが 一 致 しな いもの が あ る。

排 出 量

資 源 化 量

再 生 利 用 量

発 生 量 有 償 物 量

自 己 未 処 理
自 己 再 生 利 用 量

最 終 処 分 量

そ の 他 量

減 量 化 量

搬 出 量
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６．卸・小売業 

卸・小売業からの排出量は、24千トンとなっている。 

排出量を種類別にみると、図２－５－11に示すようにその他産業廃棄物（シュレッダー

ダスト）が 9千トン(36.8％)で最も多く、次いで、廃油が 6千トン(26.0％)、廃プラスチ

ック類が 6千トン(23.6％)等となっている。 

卸・小売業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図２－５－12に示

すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－11 種類別の発生量、排出量＜卸・小売業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－12 発生・排出及び処理・処分状況の流れ図＜卸・小売業＞ 

項　目 合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性
残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
ふん尿

動物の
死体

その他産
業廃棄物

24 0 6 0 6 0 2 0 9

(100.0%) (1.7%)(26.3%) (0.1%) (23.4%) (0.2%) (9.9%) (1.7%) (36.7%)

24 0 6 0 6 0 2 0 9

(100.0%) (1.7%)(26.0%) (0.1%) (23.6%) (0.2%) (9.8%) (1.7%) (36.8%)

発生量

排出量

0

2

4

6

8

10

発生量 排出量（単位：千ｔ／年）

(単 位 ：千 ｔ/年 )
(A ) (B ) (S )

24 0 9
〈 100.0% 〉 〈 0.5% 〉 (E1) (R) 〈  38.8 % 〉

自 己 中 間 処 理

後 再 生 利 用 量
2 9

( 9 .5 % ) ( 38.5%  )
(C ) (D ) (E ) ( I)

自 己 自 己 中 間 自 己

中 間 処 理 量 処 理 後 量 最 終 処 分 量

24 9 9 0
〈 99.5 % 〉 ( 38 .2 % ) ( 35 .3 % ) ( 0 .0 % )
( 1 00 .0%  ) 県 内 ：0

(F) (G１) (H ) 県 外 ：

自 己
減 量 化 量

1 21 (J)
( 3 .0 % ) 〈 87 .1%  〉

(G ) ( 8 7.5% )

自 己 0
未 処 理 量 (0 .2% )

1 5
( 61 .8 % )

(G1)自 己 未 処 理 自 己 再 生 利 用 量 (K)
(G2)自 己 未 処 理 自 己 最 終 処 分 量 委 託
(G3)自 己 未 処 理 委 託 中 間 処 理 量 12 処 理 量
(G4)自 己 未 処 理 委 託 直 接 最 終 処 分 量 2 21
(G5)自 己 未 処 理 そ の 他 量 0 ( 87 .3 % )

県 内 ：17
県 外 ：4

(L ) (M ) (M 1 )

委 託 委 託 中 間 委 託 中 間 処 理

中 間 処 理 量 処 理 後 量 後 再 生 利 用 量

15 8 7
( 63 .9 % ) ( 34 .1 % ) ( 2 9.0% )

県 内 ：15 (N ) (M 2)
県 外 ：1 委 託 委 託 中 間 処 理

減 量 化 量 後 最 終 処 分 量
7 1

( 29 .8 % ) ( 5 .1 % )
(T ) (O ) (P) (Q )

委 託 直 接 委 託
最 終 処 分 量 最 終 処 分 量

8 6 7 7
〈 32.6 % 〉 ( 23 .4 % ) ( 28 .5 % ) 〈  28.4 % 〉
( 32.8%  ) 県 内 ：2 ( 28 .5 % )

県 外 ：3

注 1) 〈　 〉は 発 生 量 に 対 す る 割 合 を 示 す 。
2) （　 ）は 排 出 量 に 対 す る割 合 を 示 す 。
3) 図 中 の 数 値 は 、 四 捨 五 入 の 関 係 で 合 計 と 個 々 の 計 と が 一 致 しな い も の が あ る 。

排 出 量

資 源 化 量

再 生 利 用 量

発 生 量 有 償 物 量

自 己 未 処 理
自 己 再 生 利 用 量

最 終 処 分 量

そ の 他 量

減 量 化 量

搬 出 量
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７．サービス業 

サービス業からの排出量は、11千トンとなっている。 

 排出量を種類別にみると、図２－５－13に示すように金属くずが 3千トン(26.5％)で

最も多く、次いで、廃プラスチック類が 3千トン(24.5％)、廃油が 2千トン（17.0％）

等となっている。 

 サービス業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図２－５－14に

示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－13 種類別の発生量、排出量＜サービス業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－14 発生・排出及び処理・処分状況の流れ図＜サービス業＞ 

項　目 合計 燃え殻 汚　泥 廃　油 廃　酸 廃ｱﾙｶﾘ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性
残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・
ｺﾝｸﾘｰﾄ・
陶磁器くず

鉱さい がれき類 ばいじん
動物の
ふん尿

動物の
死体

その他産
業廃棄物

11 1 2 0 0 3 0 0 3 1 1

(100.0%) (8.2%)(16.5%) (1.0%) (0.7%)(23.9%) (3.6%) (0.0%)(27.0%) (10.2%) (8.8%)

11 1 2 0 0 3 0 0 3 1 1

(100.0%) (8.4%)(17.0%) (1.1%) (0.7%)(24.5%) (2.3%) (0.0%)(26.5%) (10.5%) (9.0%)

発生量

排出量

0

1

2

3

4

発生量 排出量（単位：千ｔ／年）

(単 位 ：千 ｔ/年 )
(A ) (B ) (S )

11 0 6
〈  100 .0 %  〉 〈 2 .7 % 〉 (E 1) (R ) 〈  56 .1 % 〉

自 己 中 間 処 理
後 再 生 利 用 量

6
( 54.9%  )

(C ) (D ) (E ) (I)
自 己 自 己 中 間 自 己

中 間 処 理 量 処 理 後 量 最 終 処 分 量

11 0 0 0
〈 97 .3 % 〉 ( 2.4%  ) ( 0 .1 %  ) ( 0 .0%  )
( 1 00.0%  ) 県 内 ：0

(F ) (G１ ) (H ) 県 外 ：

自 己
減 量 化 量

0 11 (J )
( 2 .3 %  ) 〈  95.0 %  〉

(G ) ( 9 7.6 % )
自 己 0
未 処 理 量 (2.9%  )

1 1
( 9 7.6%  )

(G1 )自 己 未 処 理 自 己 再 生 利 用 量 0 (K )
(G2 )自 己 未 処 理 自 己 最 終 処 分 量 0 委 託
(G3 )自 己 未 処 理 委 託 中 間 処 理 量 10 処 理 量
(G4 )自 己 未 処 理 委 託 直 接 最 終 処 分 量 1 11
(G5 )自 己 未 処 理 そ の 他 量 0 ( 94.7%  )

県 内 ：10
県 外 ：0

(L ) (M ) (M 1 )

委 託 委 託 中 間 委 託 中 間 処 理

中 間 処 理 量 処 理 後 量 後 再 生 利 用 量

10 7 6
( 87.7%  ) ( 66 .1 %  ) ( 5 4.8 % )

県 内 ：10 (N ) (M 2)
県 外 ：0 委 託 委 託 中 間 処 理

減 量 化 量 後 最 終 処 分 量
2 1

( 21 .7 %  ) ( 11 .3 % )
(T ) (O ) (P ) (Q )

委 託 直 接 委 託
最 終 処 分 量 最 終 処 分 量

3 1 2 2
〈 23 .3 % 〉 ( 7.0%  ) ( 1 8.2%  ) 〈  17 .8 % 〉
(  2 3.9%  ) 県 内 ：1 ( 18.2%  )

県 外 ：

注 1) 〈　 〉は 発 生 量 に 対 す る 割 合 を 示 す 。
2) （　 ）は 排 出 量 に 対 す る 割 合 を 示 す 。
3) 図 中 の 数 値 は 、 四 捨 五 入 の 関 係 で 合 計 と個 々 の 計 とが 一 致 しな い も の が あ る 。

排 出 量

資 源 化 量

再 生 利 用 量

発 生 量 有 償 物 量

自 己 未 処 理
自 己 再 生 利 用 量

0
(0.1%  )

最 終 処 分 量

そ の 他 量

減 量 化 量

搬 出 量
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第６節 特別管理産業廃棄物 
前節までは、特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物全体の状況をみてきたが、ここでは、

特別管理産業廃棄物（単位：ｔ／年）だけに着目して、その発生・排出及び処理・処分状

況をまとめるものとする。 

 

１．発生・排出状況 

特別管理産業廃棄物の発生・排出状況は、図２－６－１、２に示すとおりである。 

発生、排出量（2,397トン）を種類別にみると、感染性廃棄物が 1,029トン（42.9％）

で最も多く、次いで特定有害廃棄物が 730トン（30.5％）、廃酸が 379トン（15.8％）と

なっている。また、業種別では、サービス業が 1,158トン（48.3％）、製造業が 1,078ト

ン（45.0％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－６－１ 種類別の特別管理産業廃棄物の発生量、排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－６－２ 業種別の特別管理産業廃棄物の発生量、排出量 

（単位：ｔ／年）

項目 合計 廃油 廃酸 廃アルカリ 感染性廃棄物 廃石綿等
特定有害廃棄物
(廃石綿等を除く)

2,397 113 379 2 1,029 144 730
(100.0%) (4.7%) (15.8%) (0.1%) (42.9%) (6.0%) (30.5%)

2,397 113 379 2 1,029 144 730
(100.0%) (4.7%) (15.8%) (0.1%) (42.9%) (6.0%) (30.5%)

発生量

排出量

0

300

600

900

1,200

発生量 排出量（単位：ｔ／年）

（単位：ｔ／年）

項目 合計 鉱業 建設業 製造業 電気・水道業 運輸業 御・小売業 金融・保険業 不動産業 サービス業 公務

2,397 144 1,078 2 15 1,158
(100.0%) (6.0%) (45.0%) (0.1%) (0.6%) (48.3%)

2,397 144 1,078 2 15 1,158
(100.0%) (6.0%) (45.0%) (0.1%) (0.6%) (48.3%)

発生量

排出量

0

300

600

900

1,200

発生量 排出量（単位：ｔ／年）
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２．処理・処分状況 

特別管理産業廃棄物の発生・排出から処理・処分状況の流れは、図２－６－３に示すと

おりである。なお、特別管理産業廃棄物のうち、感染性廃棄物についての処理・処分状況

は、図２－６－４に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－６－３ 特別管理産業廃棄物の発生・排出及び処理・処分の状況 

 

 

 

 

 

 

(単位：ｔ/年)
(A) (B) (S)

2,397 733
〈 100.0% 〉 (E1) (R) 〈 30.6% 〉

自 己 中 間 処 理

後 再 生 利 用 量

733
( 30.6% )

(C) (D) (E) (I)

自 己 自 己 中 間 自 己

中 間 処 理 量 処 理 後 量 最 終 処 分 量

2,397 2 1
〈 100.0% 〉 ( 0.1% ) ( 0.0% )
( 100.0% ) 県内：

(F) (G１) (H) 県外：

自 己

減 量 化 量
1 2,394 (J)

( 0.0% ) 〈 99.9% 〉
(G) ( 99.9% )

自 己 8
未 処 理 量 (0.3% )

2,395

( 99.9% )
(G1)自己未処理自己再生利用量 2 (K)
(G2)自己未処理自己最終処分量 委 託
(G3)自己未処理委託中間処理量 2,241 処 理 量
(G4)自己未処理委託直接最終処分量 144 2,386
(G5)自己未処理その他量 8 ( 99.5% )

県内：1,683
県外：703

(L) (M) (M1)

委 託 委 託 中 間 委託中間処理
中 間 処 理 量 処 理 後 量 後再生利用量

2,242 854 731
( 93.5% ) ( 35.6% ) ( 30.5% )

県内：1,539 (N) (M2)
県外：703 委 託 委 託 中 間 処 理

減 量 化 量 後 最 終 処 分 量
1,388 123

( 57.9% ) ( 5.1% )
(T) (O) (P) (Q)

委 託 直 接 委 託

最 終 処 分 量 最 終 処 分 量
1,389 144 267 267

〈 57.9% 〉 ( 6.0% ) ( 11.1% ) 〈 11.1% 〉
( 57.9% ) 県内：144 ( 11.1% )

県内：

注 1) 〈　〉は発生量に対する割合を示す。
2) （　）は排出量に対する割合を示す。
3) 図中の数値は、四捨五入の関係で合計と個々の計とが一致しないものがある。

排 出 量

資 源 化 量

再生利用量

発 生 量 有 償 物 量

自 己 未 処 理
自己再生利用量

2

(0.1% )

最終処分量

そ の 他 量

減 量 化 量

搬 出 量
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(単位：ｔ/年)
(A) (B) (S)

1,029
〈 100.0% 〉 (E1) (R)

自 己 中 間 処 理

後 再 生 利 用 量

(C) (D) (E) (I)

自 己 自 己 中 間 自 己

中 間 処 理 量 処 理 後 量 最 終 処 分 量

1,029
〈 100.0% 〉
( 100.0% ) 県内：

(F) (G１) (H) 県外：

自 己
減 量 化 量

1,029 (J)

〈 100.0% 〉
(G) ( 100.0% )

自 己

未 処 理 量
1,029

( 100.0% )
(G1)自己未処理自己再生利用量 (K)
(G2)自己未処理自己最終処分量 委 託
(G3)自己未処理委託中間処理量 1,029 処 理 量
(G4)自己未処理委託直接最終処分量 1,029
(G5)自己未処理その他量 ( 100.0% )

県内：1,029
県外：

(L) (M) (M1)

委 託 委 託 中 間 委託中間処理
中 間 処 理 量 処 理 後 量 後再生利用量

1,029 115

( 100.0% ) ( 11.2% )

県内：1,029 (N) (M2)

県外： 委 託 委 託 中 間 処 理

減 量 化 量 後 最 終 処 分 量
914 115

( 88.8% ) ( 11.2% )
(T) (O) (P) (Q)

委 託 直 接 委 託
最 終 処 分 量 最 終 処 分 量

914 115 115

〈 88.8% 〉 ( 11.2% ) 〈 11.2% 〉
( 88.8% ) 県内： ( 11.2% )

県内：

注 1) 〈　〉は発生量に対する割合を示す。
2) （　）は排出量に対する割合を示す。
3) 図中の数値は、四捨五入の関係で合計と個々の計とが一致しないものがある。

排 出 量

資 源 化 量

再生利用量

発 生 量 有 償 物 量

自 己 未 処 理
自己再生利用量

最終処分量

そ の 他 量

減 量 化 量

搬 出 量

 

図２－６－４ 感染性廃棄物の発生・排出及び処理・処分の状況 
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第７節 産業廃棄物の移動状況（動物のふん尿を除く） 
１．搬出量の移動状況 

産業廃棄物の発生量 2,148千トン（動物のふん尿を除く）のうち、処理・処分を目的と

して事業場から搬出された産業廃棄物量(以下、搬出量という。)は、1,116千トンとなっ

ている。この搬出量の移動状況については、表２－７－１、図２－７－１に示すとおりで

ある。 

 搬出量 1,116千トンのうち、県内で処理・処分された量は 1,111千トン(99.5％)、県外

で処理・処分された量は 5千トン(0.5％)となっており、搬出量のほとんどが県内で処理・

処分されている。 

 県内地域間の移動状況をみると、県内自地域内で処理・処分された量は 753千トン(搬出

量の 67.5％)、県内他地域で処理・処分された量は 358千トン(32.1％)となっている。 

表２－７－１ 産業廃棄物の移動状況（動物のふん尿を除く） 

図２－７－１ 県内地域間の移動状況（動物のふん尿を除く） 
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自地域内処理 県内他地域処理 県外処理

発生地域
処分地域

搬出量 1,116 234 391 170 59 24 237
<100.0%> <100.0%> <100.0%> <100.0%> <100.0%> <100.0%> <100.0%>

自己最終処分量 103 77 26 0 0 - 0
委託中間処理量 884 139 283 166 58 21 218
委託直接最終処分量 69 2 41 3 0 3 19
その他量 59 16 41 1 0 0 0

搬出量 753 199 320 143 59 24 7
<67.5%> <85.2%> <81.7%> <84.2%> <99.7%> <99.6%> <3.0%>

自己最終処分量 102 75 26 0 0 - -
委託中間処理量 587 106 255 141 58 21 6
委託直接最終処分量 41 2 33 1 0 3 1
その他量 23 16 5 1 0 0 0

搬出量 358 35 67 27 0 0 229
<32.1%> <14.8%> <17.0%> <15.8%> <0.2%> <0.4%> <96.8%>

自己最終処分量 2 2 - - - - 0
委託中間処理量 296 33 26 25 0 0 212
委託直接最終処分量 25 0 5 2 - - 17
その他量 36 - 36 - - - 0

搬出量 5 0 5 0 0 0 0
<0.5%> <0.0%> <1.3%> <0.0%> <0.0%> <0.0%> <0.2%>

自己最終処分量 - - - - - - -
委託中間処理量 2 0 2 0 - 0 0
委託直接最終処分量 3 - 3 - 0 - -
その他量 - - - - - - -
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（単位：千ｔ／年）

合計 北部地域 中部地域 南部地域 宮古地域 八重山地域 那覇市域



 - 37 - 

２．委託処理量の移動状況 

搬出量 1,116千トン（動物のふん尿を除く）のうち、処理業者等で委託処理された産業

廃棄物は、中間処理量が 884千トン、直接最終処分量が 69千トンの計 953千トンとなって

いる。この移動状況については、表２－７－２、表２－７－３に示すとおりである。 

 

表２－７－２ 産業廃棄物の移動状況（委託中間処理量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－７－３ 産業廃棄物の移動状況（委託直接最終処分量） 

 

合　　計 北部地域 中部地域 南部地域 宮古地域 八重山地域 那覇市域
合計 884 139 283 166 58 21 218

自治体 6 1 1 1 2 1 0
処理業者 878 138 282 165 56 20 218

北部地域 117 106 1 4 6
自治体 1 1
処理業者 116 105 1 4 6

中部地域 412 32 255 20 0 0 104
自治体 1 0 1 0
処理業者 411 32 254 20 0 0 104

南部地域 269 1 25 141 0 0 102
自治体 2 0 1 0
処理業者 267 1 24 140 0 0 102

宮古地域 58 58
自治体 2 2
処理業者 56 56

八重山地域 21 21
自治体 1 1
処理業者 20 20

那覇市域 6 0 1 6
自治体 0 0
処理業者 6 0 1 6

県内計 882 139 281 166 58 21 218
自治体 6 1 1 1 2 1 0
処理業者 876 138 280 165 56 20 217

県外計 2 0 2 0 0 0
自治体
処理業者 2 0 2 0 0 0

（単位：千ｔ／年）
発　　　　　　　　　生　　　　　　　　　地　　　　　　　　　域

委
　
託
　
中
　
間
　
処
　
理
　
地
　
域

合　　計 北部地域 中部地域 南部地域 宮古地域 八重山地域 那覇市域
合計 69 2 41 3 0 3 19

自治体 1 0 0 0 0 0
処理業者 68 2 41 3 0 3 19

北部地域 10 2 8
自治体 0 0
処理業者 9 2 8

中部地域 44 0 33 2 8
自治体 0 0 0
処理業者 44 0 33 2 8

南部地域 7 5 1 1
自治体 0 0
処理業者 7 5 1 1

宮古地域 0 0
自治体
処理業者 0 0

八重山地域 3 3
自治体 0 0
処理業者 3 3

那覇市域 1 0 1
自治体 0 0
処理業者 1 0 1

県内計 66 2 38 3 0 3 19
自治体 1 0 0 0 0 0
処理業者 65 2 38 3 0 3 19

県外計 3 3 0
自治体
処理業者 3 3 0

（単位：千ｔ／年）
発　　　　　　　　生　　　　　　　　地　　　　　　　　域

直
　
接
　
最
　
終
　
処
　
分
　
地
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